
 

 

 

継 続 調 査 申 出 書  

 

 本 委 員 会 は 、 下 記 調 査 事 項 に つ い て 閉 会 中 も な お 継 続 調 査 を 行 い

た く 、 佐 賀 市 議 会 会 議 規 則 第 １ １ １ 条 の 規 定 に よ り 申 し 出 ま す 。  

 

記  

 

１  調 査 事 項  

 (１ )  市 の 予 算 及 び 財 産 に 関 す る こ と  

 (２ )  職 員 の 人 事 及 び 給 与 に 関 す る こ と  

 (３ )  議 会 及 び 市 の 行 政 一 般 に 関 す る こ と  

 (４ )  秘 書 及 び 広 報 広 聴 に 関 す る こ と  

 (５ )  工 事 等 の 契 約 、 検 査 及 び 総 合 調 整 に 関 す る こ と  

 (６ )  市 政 の 総 合 計 画 及 び 総 合 調 整 並 び に 特 命 に 関 す る こ と  

 (７ )  情 報 化 に 関 す る こ と  

 (８ )  男 女 共 同 参 画 に 関 す る こ と  

 (９ )  中 山 間 地 域 の 振 興 に 関 す る こ と  

 (10)  地 域 振 興 に 関 す る こ と  

 (11)  市 民 活 動 推 進 に 関 す る こ と  

 (12)  公 民 館 の 設 置 、 管 理 及 び 廃 止 に 関 す る こ と  

 (13)  ス ポ ー ツ に 関 す る こ と （ 学 校 に お け る 体 育 に 関 す る こ と を

除 く ）  

(14) 文 化 財 の 保 護 に 関 す る こ と  

 (15)  出 納 、 監 査 及 び 選 挙 等 に 関 す る こ と  

 (16)  他 の 常 任 委 員 会 の 所 管 に 属 し な い 事 項 に 関 す る こ と  

 

２  調 査 期 間  

  委 員 の 任 期 中  

 

  令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日  

 

                   総 務 委 員 会  

                   委 員 長  江 原  新 子  

 

佐 賀 市 議 会  

議 長  松 永  幹 哉   様  

 



 

 

 

継 続 調 査 申 出 書  

 

 本 委 員 会 は 、 下 記 調 査 事 項 に つ い て 閉 会 中 も な お 継 続 調 査 を 行 い

た く 、 佐 賀 市 議 会 会 議 規 則 第 １ １ １ 条 の 規 定 に よ り 申 し 出 ま す 。  

 

記  

 

１  調 査 事 項  

(１ )  商 業 、 工 業 及 び 観 光 に 関 す る こ と  

(２ )  文 化 に 関 す る こ と  

 (３ )  農 業 、 林 業 、 畜 産 業 、 水 産 業 及 び 耕 地 に 関 す る こ と  

 (４ )  都 市 計 画 に 関 す る こ と  

 (５ )  都 市 開 発 に 関 す る こ と  

 (６ )  建 築 指 導 に 関 す る こ と  

 (７ )  緑 化 推 進 に 関 す る こ と  

 (８ )  公 共 交 通 に 関 す る こ と  

 (９ )  道 路 及 び 河 川 等 に 関 す る こ と  

 (10)  建 築 に 関 す る こ と  

 (11)  住 宅 に 関 す る こ と  

 (12)  自 動 車 運 送 事 業 に 関 す る こ と  

 (13)  水 道 事 業 に 関 す る こ と  

 (14)  工 業 用 水 道 事 業 に 関 す る こ と  

 (15)  下 水 道 事 業 に 関 す る こ と  

 

 

２  調 査 期 間  

  委 員 の 任 期 中  

 

  令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日  

 

                   産 業 建 設 委 員 会  

                   委 員 長  黒 田  利 人  

 

佐 賀 市 議 会  

議 長  松 永  幹 哉   様  

 


